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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスを生産する方法であって、
　電気化学的水素ポンプを介して所定量の水素ガス混合物を移動させるステップであって
、該電気化学的水素ポンプは、アノード、カソード、および該アノードと該カソードとの
間に配置された電解質膜を包含する、ステップ；
　該アノードから該電解質膜を介して該カソードに水素ガスを移動させることによって、
該水素ガス混合物から所定量の水素ガスを分離するステップであって、該電気化学的水素
ポンプを作動させるのに必要な電圧が、該電解質膜通過が阻止された該水素ガス混合物か
らの非水素の量が増加するにつれて増加する、ステップ；
　該電気化学的水素ポンプを作動させるのに必要な該電圧における予め決められた増加に
基づき、該電解質膜通過が阻止された該水素ガス混合物中の非水素を該アノードからパー
ジするステップ；
　該カソードから該水素ガスを収集するステップであって、収集された水素ガスは、少な
くとも該予め決められた純度の閾値を満たしている、ステップ；および
　該収集された水素ガスが該予め決められた純度の閾値に少なくとも等しい純度を有する
ことの証明書を作成するステップ
を含む、上記方法。
【請求項２】
　前記収集された水素ガスを消費者に配送するステップ
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をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記予め決められた純度の閾値が、９９％の水素より高い、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記予め決められた純度の閾値が、３００ｐｐｍの非水素より低い、請求項１に記載の
方法。
【請求項５】
　前記予め決められた純度の閾値が、５０ｐｐｍの非水素より低い、請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスを提供する方法であって、
　電気化学的水素ポンプに、水素ガスと非水素とを含有する第１の量の水素ガス混合物を
導入するステップであって、該電気化学的水素ポンプは、アノード、カソード、および該
アノードと該カソードとの間に配置された電解質膜を包含する、ステップ；
　該水素ガス混合物を該アノードから該電解質膜に向かわせるステップ；
　該水素ガスを該電解質膜を介して該カソードに通過させるステップ；
　該非水素の該電解質膜通過を阻止するステップであって、該電気化学的水素ポンプを作
動させるのに必要な電圧が、該電解質膜通過が阻止された該水素ガス混合物からの非水素
の量が増加するにつれて増加する、ステップ；
　該電気化学的水素ポンプを作動させるのに必要な該電圧における予め決められた増加に
基づき、該電解質膜通過が阻止された該水素ガス混合物中の非水素を該アノードからパー
ジするステップ；
　該カソードから該水素ガスを収集するステップであって、収集された水素ガスは、少な
くとも該予め決められた純度の閾値を満たしている、ステップ；および
　該収集された水素ガスを第２の量の水素ガス混合物と混合するステップであって、該混
合により、少なくとも該予め決められた純度の閾値を満たす純度のレベルを有する第３の
量の水素ガス混合物が生産される、ステップ
を含む、上記方法。
【請求項７】
　前記第３の量の水素ガス混合物が前記予め決められた純度の閾値に少なくとも等しい純
度を有することの認定書を提供するステップをさらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第３の量の水素ガスを消費者に配送するステップをさらに含む、請求項６に記載の
方法。
【請求項９】
　前記第１の量の水素ガス混合物および前記第２の量の水素ガス混合物が、両方とも最初
に水素ガス混合物の供給源から得られ、ここで前記第１の量および前記第２の量は、前記
第１の量が前記電気化学的水素ポンプに導入されるときに分離され、前記第１の量および
前記第２の量は、前記混合によって合流される、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記収集された水素ガスは、前記第２の量の水素ガス混合物と混合され、前記電解質膜
通過が阻止された前記非水素ガスは、前記第２の量の水素ガス混合物と混合されない、請
求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２の量の水素ガス混合物と混合された前記収集された水素ガスが、消費者に配送
される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記予め決められた純度の閾値が、９９％の水素より高い、請求項６に記載の方法。
【請求項１３】
　前記電気化学的水素ポンプが、２，０００ｐｓｉ（１３．７９ＭＰａ）を超える圧力で
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作動するように設計されている、請求項６に記載の方法。
【請求項１４】
　前記電気化学的水素ポンプが、５，０００ｐｓｉ（３４．４７ＭＰａ）を超える圧力で
作動するように設計されている、請求項６に記載の方法。
【請求項１５】
　前記電気化学的水素ポンプが、１０，０００ｐｓｉ（６８．９５ＭＰａ）を超える圧力
で作動するように設計されている、請求項６に記載の方法。
【請求項１６】
　予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスを提供する方法であって、
　所定量の水素ガス混合物を提供するステップ；
　該所定量の水素ガス混合物の第１の部分を、電気化学的水素ポンプに方向転換させるス
テップであって、該電気化学的水素ポンプは、アノード、カソード、および該アノードと
該カソードとの間に配置された電解質膜を包含する、ステップ；
　該水素ガス混合物の第１の部分を該アノードから該電解質膜に向かわせるステップ；
　該水素ガス混合物の第１の部分を該電解質膜を介して該カソードに通過させるステップ
；
　該水素ガス混合物の第１の部分中の非水素の該電解質膜通過を阻止するステップであっ
て、該電気化学的水素ポンプを作動させるのに必要な電圧が、該電解質膜通過が阻止され
た該水素ガス混合物の第１の部分中の非水素の量が増加するにつれて増加する、ステップ
；
　該電気化学的水素ポンプを作動させるのに必要な該電圧における予め決められた増加に
基づき、該電解質膜通過が阻止された該水素ガス混合物の第１の部分中の非水素を該アノ
ードからパージするステップ；および
　該電解質膜を通過した該水素ガス混合物の第１の部分を、該電気化学的水素ポンプに方
向転換されなかった水素ガス混合物の第２の部分に再導入するステップ
を含む、方法。
【請求項１７】
　前記電気化学的水素ポンプが、前記電気化学的水素ポンプに方向転換された前記水素ガ
ス混合物の第１の部分が前記予め決められた純度レベルを下回るかどうかを検出するよう
に較正される、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記電解質膜を通過した前記水素ガス混合物の第１の部分と、前記電気化学的水素ポン
プに方向転換されなかった前記水素ガス混合物の第２の部分とを消費者に配送するステッ
プをさらに含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記電気化学的水素ポンプが、制御器をさらに包含し、前記方法が、前記電気化学的水
素ポンプに方向転換された前記水素ガス混合物の第１の部分が予め決められた純度レベル
を下回ることが該制御器によって検出される場合、水素ガスの前記消費者への配送を止め
るステップをさらに含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記消費者に配送される前記水素ガス混合物が前記予め決められた純度の閾値に少なく
とも等しい純度を有することの認定書を作成するステップをさらに含む、請求項１９に記
載の方法。
【請求項２１】
　前記所定量の水素ガス混合物の前記第１の部分の一部を測定デバイスに送るステップで
あって、該測定デバイスは、前記水素ガス混合物の純度レベルを測定するように設計され
ている、ステップをさらに含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第１の部分の一部が、前記電気化学的水素ポンプの前記アノードから前記測定デバ
イスに送られる、請求項２１に記載の方法。



(4) JP 6532866 B2 2019.6.19

10

20

30

40

50

【請求項２３】
　前記電気化学的水素ポンプが、２，０００ｐｓｉ（１３．７９ＭＰａ）を超える圧力で
作動するように設計されている、請求項１６に記載の方法。
【請求項２４】
　前記電気化学的水素ポンプが、５，０００ｐｓｉ（３４．４７ＭＰａ）を超える圧力で
作動するように設計されている、請求項１６に記載の方法。
【請求項２５】
　前記電気化学的水素ポンプが、１０，０００ｐｓｉ（６８．９５ＭＰａ）を超える圧力
で作動するように設計されている、請求項１６に記載の方法。
【請求項２６】
　予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスを提供する方法であって、
　電気化学的水素ポンプに、水素ガスと非水素ガスとを含有する所定量の水素ガス混合物
を導入するステップであって、該電気化学的水素ポンプは、アノード、カソード、および
該アノードと該カソードとの間に配置された電解質膜を包含する、ステップ；
　該水素ガス混合物を該アノードから該電解質膜に向かわせるステップ；
　該水素ガスを該電解質膜を介して該カソードに通過させるステップ；
　該非水素ガスの該電解質膜通過を阻止するステップであって、該電気化学的水素ポンプ
を作動させるのに必要な電圧が、該電解質膜通過が阻止された該水素ガス混合物からの非
水素ガスの量が増加するにつれて増加する、ステップ；
　該電気化学的水素ポンプを作動させるのに必要な該電圧における予め決められた増加に
基づき、該電解質膜通過が阻止された該水素ガス混合物中の非水素ガスを該アノードから
パージするステップ；
　該カソードから該水素ガスを収集するステップであって、該収集された水素ガスは、少
なくとも該予め決められた純度の閾値を満たしている、ステップ；および
　該収集された水素ガスが該予め決められた純度の閾値に少なくとも等しい純度を有する
ことの認定書を提供するステップ
を含む、上記方法。
【請求項２７】
　前記電気化学的水素ポンプが、５，０００ｐｓｉ（３４．４７ＭＰａ）を超える圧力で
作動するように設計されている、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記電気化学的水素ポンプが、１０，０００ｐｓｉ（６８．９５ＭＰａ）を超える圧力
で作動するように設計されている、請求項２６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[001]本特許出願は、合衆国法典第３５巻第１２０条に基づき、参照によりその全体が
本明細書に組み入れられる２０１３年６月２８日付けで出願された米国仮出願第６１／８
４０，８４３号の優先権の利益を主張する。
【０００２】
　[002]本発明の開示の実施態様は、電気化学セルに関し、より具体的には、ガスの精製
、モニタリング、および／または精製されたガスの提供に電気化学セルを利用する方法に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　[003]水素は、例えば運搬用車両、携帯用電力供給、および定置型発電などの様々な技
術にとって、例えば化石燃料などの従来の動力源に対する実用的な代替物として出現した
。エネルギー担体としての水素の商業化の成功および「水素経済」の長期的持続可能性は
、水素操作および管理システム（例えば、ＥＨＣ）、ならびに水素分配システム（例えば
、分配ステーション）の効率および費用対効果に一部依存し得る。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　[004]水素ガスの使用者は、ガス中に存在する可能性がある潜在的な汚染物質、例えば
ＣＯ、ＣＯ２、Ｎ２、Ｈｅ、Ａｒ、Ｏ２、ＣＨ４、高級炭化水素、Ｓ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｈｇ
、ＶＯＣ、Ｈ２Ｏ、ＨＣＨＯ、ＨＣＯＯＨ、ＮＨ３、ハロゲン化化合物、および微粒子な
どに対して敏感なことがある。したがって消費者は、精製された水素ガスを提供すること
、状況次第では、供給された水素ガスの純度の所定の閾値を満たすかまたはそれに勝るこ
とを供給元に求める場合がある。水素ガスの供給元および配給元は、一般的に、配送前に
、例えば、ガスガスクロマトグラフ、質量分析計、イオン化検出器、および赤外分光計な
どのデバイスを使用して水素ガスの組成を分析することにより供給された水素の純度を保
証する。このようなデバイスを使用して記録されたガス組成の分析的測定に基づき、供給
元は、水素ガス供給のために、これらまたは他の化合物に関する分析証明書を消費者に提
供することができる。このような分析方法は、水素の純度を保証するための中央集中型の
水素生産施設での品質管理にとっては有用な場合があるが、このような方法は、例えば水
素燃料供給ステーションまたは水素中継ステーションで使用するには極めて費用が高くな
る可能性がある。しかしながら、中央集中型の施設で生産された水素が、ユースポイント
への輸送中に汚染される可能性がある。したがって、水素ガスを精製する、水素ガスの純
度をモニタリングする、および供給元によって顧客に配送された水素ガスの純度の閾値レ
ベルを保証するための、費用効率が高い方法が必要である。また、費用効率が高い品質管
理およびモニタリングも、例えば天然ガス水蒸気－メタン改質器および電解槽などの水素
生産システムにとって必要な場合がある。本発明の開示の実施態様は、上記の問題の１つ
またはそれより多くの解決を試みることであり得る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　[005]一実施態様によれば、予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスを生産する方
法は、電気化学的水素ポンプを介して所定量の水素ガス混合物を移動させるステップであ
って、電気化学的水素ポンプは、アノード、カソード、およびアノードとカソードとの間
に配置された電解質膜を包含する、ステップ；アノードから電解質膜を介してカソードに
水素ガスを移動させることによって、水素ガス混合物から所定量の水素ガスを分離するス
テップ；カソードから水素ガスを収集するステップであって、収集された水素ガスは、少
なくとも予め決められた純度の閾値を満たしている、ステップ；および収集された水素ガ
スが予め決められた純度の閾値に少なくとも実質的に等しい純度を有することの証明書を
作成するステップを含んでいてもよい。
【０００６】
　[006]本開示の様々な実施態様は、以下の形態の１つまたはそれより多くを包含してい
てもよい：本方法は、電解質膜を介したカソードへの通過が電解質膜によってブロックさ
れた水素ガス混合物由来の所定量の非水素ガスを、アノードから除去するステップをさら
に含んでいてもよい。本方法は、収集された水素ガスを消費者に配送するステップをさら
に含んでいてもよい。予め決められた純度の閾値は、およそ９９％の水素より高くてもよ
い。予め決められた純度の閾値は、およそ３００ｐｐｍの非水素ガスより低くてもよい。
および予め決められた純度の閾値は、およそ５０ｐｐｍの非水素ガスより低くてもよい。
【０００７】
　[007]本開示の別の実施態様において、予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスを
提供する方法は、電気化学的水素ポンプに、水素ガスと非水素ガスとを含有する所定量の
水素ガス混合物を導入するステップであって、電気化学的水素ポンプは、アノード、カソ
ード、およびアノードとカソードとの間に配置された電解質膜を包含する、ステップ；水
素ガス混合物をアノードから電解質膜に向かわせるステップ；水素ガスを電解質膜を介し
てカソードに通過させるステップ；非水素ガスの電解質膜通過を実質的に阻止するステッ
プ；カソードから水素ガスを収集するステップであって、収集された水素ガスは、少なく
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とも予め決められた純度の閾値を満たしている、ステップ；および収集された水素ガスを
第２の量の水素ガス混合物と混合するステップであって、混合により、少なくとも予め決
められた純度の閾値を満たす純度のレベルを有する第３の量の水素ガス混合物が生産され
る、ステップを含んでいてもよい。
【０００８】
　[008]本開示の様々な実施態様は、以下の形態の１つまたはそれより多くを包含してい
てもよい：本方法は、第３の量の水素ガス混合物が予め決められた純度の閾値に少なくと
も実質的に等しい純度を有することの認定書を提供するステップをさらに含んでいてもよ
い。本方法は、第３の量の水素ガスを消費者に配送するステップをさらに含んでいてもよ
い。第１の量の水素ガス混合物および第２の量の水素ガス混合物は、両方とも最初に水素
ガス混合物の供給源から得られてもよく、ここで第１の量および第２の量は、第１の量が
電気化学的水素ポンプに導入されるときに分離されてもよく、第１の量および第２の量は
、前記混合によって合流されてもよい。収集された水素ガスは、第２の量の水素ガス混合
物と混合されてもよく、電解質膜通過が実質的に阻止された非水素ガスは、第２の量の水
素ガス混合物と混合されなくてもよい。第２の量の水素ガス混合物と混合された収集され
た水素ガスは、消費者に配送されてもよい。予め決められた純度の閾値は、およそ９９％
の水素より高くてもよい。電気化学的水素ポンプは、およそ２，０００ｐｓｉを超える圧
力で作動するように設計されていてもよい。電気化学的水素ポンプは、およそ５，０００
ｐｓｉを超える圧力で作動するように設計されていてもよい。電気化学的水素ポンプは、
およそ１０，０００ｐｓｉを超える圧力で作動するように設計されていてもよい。
【０００９】
　[009]別の実施態様において、予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスを提供する
方法は、所定量の水素ガスを提供するステップ；所定量の水素ガスの第１の部分を、電気
化学的水素ポンプに方向転換させるステップであって、電気化学的水素ポンプは、アノー
ド、カソード、およびアノードとカソードとの間に配置された電解質膜を包含する、ステ
ップ；水素ガスの第１の部分をアノードから電解質膜に向かわせるステップ；水素ガスの
第１の部分を電解質膜を介してカソードに通過させるステップ；第１の部分中の非水素ガ
スの電解質膜通過を実質的に阻止するステップ；および電解質膜を通過した水素ガスの第
１の部分を、電気化学的水素ポンプに方向転換されなかった水素ガスの第２の部分に再導
入するステップを含んでいてもよい。
【００１０】
　[010]本開示の様々な実施態様は、以下の形態の１つまたはそれより多くを包含してい
てもよい：電気化学的水素ポンプを作動させるのに必要な電圧は、電解質膜通過が実質的
に阻止された非水素ガスの量が増加するにつれて増加する可能性がある。電圧の増加は、
電解質膜通過が実質的に阻止された非水素ガスの量の関数であってもよいし、電気化学的
水素ポンプは、電気化学的水素ポンプに方向転換された水素ガスの第１の部分が予め決め
られた純度レベルを下回るかどうかを検出するように較正されてもよい。本方法は、電解
質膜を通過した水素ガスの第１の部分と、電気化学的水素ポンプに方向転換されなかった
水素ガスの第２の部分とを消費者に配送するステップをさらに含んでいてもよい。電気化
学的水素ポンプは、制御器をさらに包含していてもよいし、本方法は、電気化学的水素ポ
ンプに方向転換された水素ガスが予め決められた純度レベルを下回ることが制御器によっ
て検出される場合、水素ガスの第１の部分の消費者への配送を止めるステップをさらに含
んでいてもよい。本方法は、消費者に配送される水素ガスが予め決められた純度の閾値に
少なくとも実質的に等しい純度を有することの認定書を作成するステップをさらに含んで
いてもよい。本方法は、所定量の水素ガスの第１の部分の一部を測定デバイスに送るステ
ップであって、測定デバイスは、水素ガスの純度レベルを測定するように設計されている
、ステップを包含していてもよい。第１の部分の一部は、電気化学的水素ポンプのアノー
ドから測定デバイスに送られてもよい。電気化学的水素ポンプは、およそ２，０００ｐｓ
ｉを超える圧力で作動するように設計されていてもよい。電気化学的水素ポンプは、およ
そ５，０００ｐｓｉを超える圧力で作動するように設計されていてもよい。および電気化
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学的水素ポンプは、およそ１０，０００ｐｓｉを超える圧力で作動するように設計されて
いてもよい。
【００１１】
　[011]その他の例示的な実施態様において、予め決められた純度の閾値を満たす水素ガ
スを提供する方法は、電気化学的水素ポンプに、水素ガスと非水素ガスとを含有する所定
量の水素ガス混合物を導入するステップであって、電気化学的水素ポンプは、アノード、
カソード、およびアノードとカソードとの間に配置された電解質膜を包含する、ステップ
；水素ガス混合物をアノードから電解質膜に向かわせるステップ；水素ガスを電解質膜を
介してカソードに通過させるステップ；非水素ガスの電解質膜通過を実質的に阻止するス
テップ；カソードから水素ガスを収集するステップであって、収集された水素ガスは、少
なくとも予め決められた純度の閾値を満たしている、ステップ；および収集された水素ガ
スが予め決められた純度の閾値に少なくとも実質的に等しい純度を有することの認定書を
提供するステップを含んでいてもよい。
【００１２】
　[012]本開示の様々な実施態様は、以下の形態の１つまたはそれより多くを包含してい
てもよい：電気化学的水素ポンプは、およそ５，０００ｐｓｉを超える圧力で作動するよ
うに設計されていてもよい。電気化学的水素ポンプは、およそ１０，０００ｐｓｉを超え
る圧力で作動するように設計されていてもよい。
【００１３】
　[013]実施態様の追加の目的および利点は、下記の説明で部分的に記載され、その記載
から部分的に明白であり、または実施態様の実施から学ぶこともできる。実施態様の目的
および利点は、特に添付の特許請求の範囲で指摘された要素および組合せの手法によって
理解され、達成されると予想される。
【００１４】
　[014]前述の一般的な説明と以下の詳細な説明はいずれも単に例示的で説明的なものに
すぎず、特許請求されたような発明を限定しないと理解されるものとする。
【００１５】
　[015]添付の図面は、本明細書に取り入れられ本明細書の一部を構成するが、これらは
本開示の実施態様を例示し、その記載と共に本開示の原理を説明するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】[016]図１は、本発明の開示の実施態様に係る例示的な電気化学セルの分解図を
例示する。
【図２Ａ】[017]図２Ａは、本発明の開示の実施態様に係る例示的な精製方法を例示する
。
【図２Ｂ】[018]図２Ｂは、本発明の開示の実施態様に係る例示的な精製方法を例示する
。
【図３Ａ】[019]図３Ａは、本発明の開示の実施態様に係る水素ガスの純度をモニタリン
グするための例示的な方法を例示する。
【図３Ｂ】[020]図３Ｂは、本発明の開示の実施態様に係る水素ガスの純度をモニタリン
グするための例示的な方法を例示する。
【図４】[021]図４は、本発明の開示の実施態様に係る所定量の水素ガスの純度をモニタ
リングするための例示的な方法を例示する。
【図５】[022]図５は、本発明の開示の実施態様に係る例示的な精製またはモニタリング
方法を模式的に表したフローチャートを例示する。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　[023]以下、後述され添付の図面で例示される本発明の開示の例示的な実施態様につい
て詳細に述べる。可能な限り、同じまたは類似の部品を指すために図面全体にわたり同じ
参照番号が使用される。
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【００１８】
　[024]電気化学的水素ポンプの例示的な実施態様を参照しながら本発明の開示を本明細
書で説明するが、本発明の開示のデバイスおよび方法は、これらに限定されないが、あら
ゆる好適な水素圧縮機、燃料電池、電解セル、水素精製機、および水素エキスパンダー（
hydrogen expander）などの様々な種類の電気化学セルと共に採用される可能性があるこ
とが理解される。当技術分野における通常の技術を有し本明細書で示された教示を利用で
きるものは、全て本開示の範囲内に包含される追加改変、適用、実施態様、および等価物
での置き換えを認識しているものと予想される。したがって、本開示は、前述または以下
の説明によって限定されるとみなされないものとする。
【００１９】
　[025]本発明の開示の他の特徴および利点ならびに可能性のある使用は、いずれかの当
業者には添付の図面について述べている以下の本開示の説明から明らかになると予想され
る。
【００２０】
　[026]電気化学セルは、典型的には、化学反応により電流を発生させたり、または電流
の流れを使用して化学反応を誘導したりするために使用されるデバイスである。燃料電池
は、燃料（例えば、水素、天然ガス、メタノール、ガソリンなど）および酸化剤（例えば
、空気または酸素）の化学エネルギーを電気に変換し、熱と水を生産する。基礎的な電気
化学セルは、負電荷を有するアノード、正電荷を有するカソード、および電解質と呼ばれ
るイオン伝導性材料を含む。
【００２１】
　[027]電解セルは、本質的に、それとは逆に稼働する燃料電池である。基礎的な電解セ
ルは、外部の電位が適用されると水を水素と酸素ガスとに分解することによって水素発生
器として機能することができる。水素燃料電池または電解セルの基礎的な技術は、例えば
電気化学的な水素の圧縮、精製、または膨張などの電気化学的な水素の操作に適用できる
。
【００２２】
　[028]電気化学的水素圧縮機（ＥＨＣ）は、例えば、セルの一方の側から他方の側に水
素を選択的に移動するのに使用することができる。この方式で作動するＥＨＣは、時には
電気化学的水素ポンプ（ＥＨＰ）とも称され、ＥＨＰおよびＥＨＣという用語は、本開示
の目的に関して互換的に使用される場合もある。第２の電極に蓄積した水素が限定された
スペースに制限される場合、電気化学セルは、限定されたスペース内で水素を圧縮するか
または圧力を高める。個々のセルが作り出すことができる最大の圧力または流速は、セル
の設計に基づき限定される可能性がある。いくつかの実施態様において、好適なＥＨＣは
、より高い圧力で、例えば、およそ２，０００ｐｓｉを超える、およそ５，０００ｐｓｉ
を超える、またはおよそ１０，０００ｐｓｉを超える圧力で作動し得る。
【００２３】
　[029]例示的な実施態様において、水素の純度をモニタリングしてそれを保証する方法
は、ＥＨＰまたはＥＨＣの使用を包含していてもよい。上記で論じられたように、これら
のデバイスは、電気化学セルの一部としてプロトン伝導膜を採用しており、この膜は、プ
ロトン（すなわち水素イオン）と水だけを通過させる。水素イオンと水だけを通過させる
ことにより、他の化合物の膜通過を物理的に阻止することができる。したがって、水素ガ
ス供給元は、この技術を使用して、水素ガスから汚染物質を除去でき、水素ガス中の汚染
物質の存在をモニタリングでき、したがって消費者に供給される水素ガスの所定の純度の
レベルを保証することができる。「水素ガス」は、本明細書で使用される場合、予め決め
られた純度の閾値を満たす水素（精製された水素ガス）、所定量の不純物と混合された水
素ガス、または所定量の不純物と混合された疑いのある、もしくはその可能性がある水素
ガスを包含し得る。さらに、「水素ガス混合物」は、所定量の不純物と混合された水素ガ
ス、または所定量の不純物と混合された疑いのある、もしくはその可能性がある水素ガス
を包含し得る。「汚染物質」は、あらゆる非水素ガス、液体、または固体を包含し得る。
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【００２４】
　[030]図１は、本発明の開示の例示的な実施態様に係る電気化学セル１００の分解側面
図を表す。電気化学セル１００は、アノード１１０、カソード１２０、およびアノード１
１０とカソード１２０との間に配置された電解質膜１３０を包含する。電解質膜１３０、
アノード１１０、およびカソード１２０は共に、膜電極接合体（ＭＥＡ）１４０を形成す
ることができる。
【００２５】
　[031]電解質膜１３０は、アノード１１０をカソード１２０から電気的に絶縁していて
もよい。電解質膜１３０は、あらゆる好適な膜であってもよく、例えば、プロトン交換膜
（ＰＥＭ）が挙げられる。電解質膜１３０は、純粋な高分子膜または複合膜で形成されて
いてもよく、複合膜は、高分子マトリックス中に埋め込まれた、例えばシリカ、ヘテロポ
リ酸、層状の金属リン酸塩、リン酸塩、およびリン酸ジルコニウムを包含していてもよい
。電解質膜１３０は、プロトン透過性であってもよく、ただし電子を伝導しなくてもよい
。アノード１１０およびカソード１２０は、触媒を含有する多孔質炭素電極を包含してい
てもよい。触媒材料、例えば白金または他のあらゆる好適な材料は、酸素と水素の反応を
促進することができる。
【００２６】
　[032]電気化学セル１００は、２つのバイポーラプレート１５０、１６０をさらに含ん
でいてもよい。バイポーラプレート１５０、１６０は、支持プレート、導体として作用す
ることができ、それぞれの電極表面に水素のための通路を提供することができ、圧縮水素
除去のための通路を提供することができる。またバイポーラプレート１５０、１６０は、
冷却流体（すなわち、水、グリコール、または水とグリコールとの混合物）のためのアク
セスチャネルを包含していてもよい。バイポーラプレートは、アルミニウム、鋼、ステン
レス鋼、チタン、銅、Ｎｉ－Ｃｒ合金、グラファイトもしくは他のあらゆる導電性材料ま
たは材料の組合せで作製することができる。バイポーラプレート１５０、１６０は、電気
化学スタック中の隣接するセル（示されていない）から電気化学セル１００を隔てること
ができる。例えば、複数の電気化学セル１００を直列に連結して多段階ＥＨＣを形成して
もよいし、または並列にスタックして一段階ＥＨＣを形成してもよい。
【００２７】
　[033]例示的な実施態様によれば、作動中、水素ガスは、バイポーラプレート１５０を
介してアノード１１０に供給されてもよい。アノード１１０とカソード１２０との間に電
位が適用されてもよく、ここでアノード１１０における電位は、カソード１２０における
電位より大きい。アノード１１０における水素を酸化して、水素を電子とプロトンとに分
けてもよい。次いで水素のプロトンを、ＰＥＭ１３０を介してカソード１２０に電気化学
的に輸送するかまたは「ポンプで送って」もよく、一方で電子を、ＰＥＭ１３０を迂回し
てルート変更してもよい。カソード１２０で、輸送されたプロトンとルート変更された電
子とが還元され、水素を形成することができる。カソード１２０で水素がますます形成さ
れるにつれて、限定されたスペース内で水素を圧縮して加圧することができる。
【００２８】
　[034]したがって、上述したように、ＥＨＰまたはＥＨＣは、電気化学セルの一部とし
てプロトン伝導膜を採用していてもよく、この膜は、水素イオンと水だけを通過させるこ
とができる。他の化合物、例えば汚染物質の膜通過は、物理的に阻止され得る。したがっ
て、この技術は、水素の精製に使用することができる。同様に、電気化学セル技術を使用
することによって、水素供給元は、供給された水素ガスの純度を保証できるようになる可
能性があり、供給元または消費者は、水素ガスの供給を汚染物質に関してモニタリングで
きるようになる可能性がある。
【００２９】
　[035]例示的な実施態様において、ＥＨＰまたはＥＨＣは、水素ガスの精製に使用する
ことができる。図２Ａで示されるように、水素供給元２１０は、所定量の水素ガスを生成
できるが、ここでこの水素ガスには、１種またはそれより多くの汚染物質が含有されてい
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る可能性がある。水素ガスの供給は、例えば、あらゆる好適な水蒸気－メタン改質器、化
石炭化水素改質器、再生可能な炭化水素の改質器、電解槽、エタノール改質器、バイオマ
ス改質器、石炭ガス化、原子力を利用した水分解、光電気化学的なシステム、光生物学的
なシステム、または太陽熱化学的なシステムを使用して生成することができる。いくつか
の実施態様において、供給元２１０は、あらゆる好適な容器、例えばチューブ、タンク、
パイプライン、またはボトル中に入れられた所定量の水素ガスまたは液体水素をすでに有
している場合もあり、この水素は、汚染物質の未知の、疑いのある、または既知の混和物
を含む可能性がある。
【００３０】
　[036]消費者に供給される水素ガスの純度を保証するために、水素ガスと可能性のある
汚染物質との混和物をＥＨＰ２２０に通過させてもよい（工程２１１）。生産後のあらゆ
るポイントで、例えば、生産直後または貯蔵期間後に、ガス混和物をＥＨＰ２２０に通過
させてもよい。上記で論じられたように、ＥＨＰ２２０は電解質膜を包含し、プロトン、
すなわち水素イオンと水分子だけを通過させるように設計されている。したがって、水素
と水だけが、ＥＨＰ２２０のアノード側からＥＨＰ２２０のカソード側に通過が可能であ
ると予想される。ガス混和物中に存在する汚染物質は、分別されて、ＥＨＰ２２０から除
去されると予想される（工程２２１）。図２Ａ、２Ｂに記載の例示的な実施態様は１つの
みのＥＨＰ２２０を示すが、あらゆる好適な数のＥＨＰが包含されていてもよい。例えば
、複数のＥＨＰが並列または直列に配置されていてもよい。加えて、各ＥＨＰが、個々の
電気化学セルを包含していてもよいし、またはスタックに配置された複数の電気化学セル
を包含していてもよい。
【００３１】
　[037]工程２２２で示されるように、ＥＨＰ２２０のカソード側で収集された精製水素
が、水素消費者２３０に配送されてもよい。水素ガスは、精製後のあらゆるポイントで、
例えば精製直後または貯蔵期間後に、消費者２３０に配送されてもよいが、精製から配送
までの時間を短くすることにより再汚染の可能性を低減させることができる。消費者２３
０は、あらゆる好適な使用のために配送された水素を使用することができ、このような使
用としては、例えば、燃料電池車両への分配（例えば、燃料供給または中継ステーション
での）、燃料電池車両との使用、定置型の燃料電池用途での使用（例えば、補助発電機、
家庭用電気システム）、携帯用の燃料電池用途、製造（例えば、半導体、エレクトロニク
ス、冶金の）、または他の日用的な水素ガス使用者（例えば、実験室、化学合成）のため
の使用が挙げられる。水素ガスの供給元２１０としては、小売業者（例えば、燃料供給ま
たは中継ステーション）に供給する大量生産業者および卸売業者、工業品および日用品の
製造元もしくは使用者、または個人の水素使用者を挙げることができる。水素ガスの消費
者２３０としては、化石および再生可能な炭化水素燃料両方の精製所、小売業者、例えば
燃料供給ステーション、工業品の製造元もしくは使用者、または個人の水素使用者を挙げ
ることができる。いくつかの実施態様において、供給元２１０および消費者２３０は、同
じ実体、例えば小売人であってもよいし、または製造元は、それ自身が消費するためのそ
れ自身用の水素ガスを生産してもよい。
【００３２】
　[038]さらに、図２Ｂで示されるように、いくつかの実施態様において、水素の部分を
、工程２１１でＥＨＰ２２０を通過させる代わりに、ＥＨＰ２２０をバイパスさせてもよ
い。例えば、水素の部分を、工程２１２に進ませて、水素供給元２１０から水素消費者２
３０に直接通過させてもよい。このような例において、供給元２１０からの所定量の水素
は、少なくとも２つの部分に分けてもよく、その一方をＥＨＰ２２０を介して工程２１１
に進ませて、もう一方を工程２１２に進ませてＥＨＰ２２０をバイパスさせる。水素の２
つの部分は、消費者２３０に到達する前に、工程２２２で合流されてもよい。いくつかの
実施態様において、工程２１２に進む水素の部分は、工程２１１に進む水素の部分より少
なくてもよく、一方で、いくつかの実施態様において、工程２１２に進む水素の部分は、
工程２１１に進む水素の部分と実質的に等しいかまたはそれより多くてもよい。いくつか
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の実施態様において、工程２１１および／または２１２に向けられた水素の量は、経時的
に変更されてもよく、例えば上記量は、経時的に手動または自動で調整されてもよい。例
えば、いくつかの実施態様において、各部分のサイズは、システムの測定されたパラメー
ター（例えば、電圧、消費、経年数、効率）、もしくはＥＨＰ２２０を通過する流体の測
定されたパラメーター（例えば、内容物、圧力、温度、流速など）に対応して、または供
給元の特徴もしくは消費者の特徴（例えば、消費者のニーズなど）に対応して変更するこ
とができる。いくつかの実施態様において、図２Ｂの方法は、期間に関しては図２Ａの方
法と類似するように調整されてもよいし、水素は工程２１２に向けられなくてもよい。
【００３３】
　[039]いくつかの実施態様において、図２Ｂの方法は、精製の代替方法を提供すること
ができる。水素供給元２１０は、図２Ａに関して説明したように、ＥＨＰ２２０を通過し
た水素ガスの部分を精製することができる。ＥＨＰ２２０を通過した精製水素を、工程２
２２でＥＨＰ２２０をバイパスした水素の部分と再混合する場合、この水素ガスの部分を
混合することによって、純度の閾値レベルを満たす水素ガスを生じさせることができる。
【００３４】
　[040]いくつかの実施態様において、消費者２３０に配送される水素ガスが予め決めら
れた純度の閾値を満たすことを保証するために、水素ガス２１０の供給元は、上記の図２
Ａ、２Ｂの精製方法を使用することができる。このような閾値は、工業規格、例えば、Ｃ
ＧＡ－５．３、ＳＡＥＪ２７１９およびＩＳＯ１４６８７－２によって設定されてもよい
し、または少なくとも部分的に例えば消費者２３０のニーズによって規定されてもよい。
水素の純度レベルは、９９％の純度を超えていてもよく、いくつかの場合において、９９
．９％の純度を超えていてもよい。不純物の総量は、４００ｐｐｍ未満であってもよく、
いくつかの場合において、１００ｐｐｍ未満または１０ｐｐｍ未満であってもよい。
【００３５】
　[041]いくつかの実施態様において、供給元２１０は、例えば契約上の合意または証明
書を介して消費者２３０に配送される水素の純度レベルについての所定の保証書または認
定書を作成する方法として、水素精製のためのＥＨＰ２２０を使用することができる。本
明細書で使用される場合、認定書としては、あらゆる明確な、暗黙の、記述された、口頭
の、条件付きの、限定的な、完全な、または他の好適な認定書を挙げることができる。本
明細書で使用される場合、証明書は、一致の証明、コンプライアンス、順守、分析、精度
、もしくは他のあらゆる好適な証明またはそれらの組合せを包含していてもよい。このよ
うな証明書は、ガスのあらゆる好適なパラメーター、測定値、特性、または品質（例えば
、特殊性または工業的）、例えば、含量（例えば、ガス、水分、または粒子）、組成の確
実性、完全性、複雑性、純度レベル、１つまたはそれより多くの規格または仕様のコンプ
ライアンスを証明または保証することができる。さらに、証明書は、例えば、ブレンドの
方法、ガス混合物を調製するのに使用された実験室分析および参照標準のタイプ、ならび
に有効期限を証明することができる。したがって、所定量の水素ガスを精製するためのＥ
ＨＰの使用方法は、例えば、供給元２１０によって消費者２３０に配送される水素ガスの
純度を契約上保証する、または予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスの供給を生産
し提供する、費用効率が高い方法を供給元２１０に提供することができる。
【００３６】
　[042]別の実施態様において、ＥＨＰは、所定量の水素ガスの純度をモニタリングする
ために使用することができる。図３Ａで示されるように、供給元３１０は、１種またはそ
れより多くの汚染物質を含有する可能性がある所定量の水素ガスを生成することができる
。水素ガスの供給は、例えば、あらゆる好適な水蒸気－メタン改質器、化石炭化水素改質
器、再生可能な炭化水素改質器、電解槽、エタノール改質器、バイオマス改質器、石炭ガ
ス化、原子力を利用した水分解、光電気化学的なシステム、光生物学的なシステム、また
は太陽熱化学的なシステムを使用して生成することができる。いくつかの実施態様におい
て、供給元３１０は、あらゆる好適な容器、例えばチューブ、タンク、パイプライン、ま
たはボトル中に入れられた所定量の水素ガスまたは液体水素をすでに有している場合もあ
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り、この水素は、汚染物質の未知の、疑いのある、または既知の混和物を含む可能性があ
る。
【００３７】
　[043]水素ガスは、水素消費者３３０に配送されてもよい。水素供給の純度を保証する
ために、汚染物質を含む可能性がある水素ガスの部分をＥＨＰ３２０に通過させてもよい
（工程３１１、３２１）。生産後のあらゆるポイントで、例えば生産直後または貯蔵期間
後に、水素ガスの部分をＥＨＰ３２０に通過させてもよい。加えて、消費者３３０への水
素ガスの配送前または配送中に、ガスの部分をＥＨＰ３２０に通過させてもよく、これは
、ランダムな、規則的な、または連続的なモニタリングプロセスの一部であってもよい。
例えば、いくつかの実施態様において、消費者３３０に水素ガスを直接配送するために、
供給ラインを使用してもよく、配送前および／または配送中に、ガスの部分をＥＨＰ３２
０に再度向かわせてもよい。いくつかの実施態様において、ガスの部分をＥＨＰ３２０に
再度向かわせてもよく、一方で、消費者３３０にガスが配送される前に、水素ガスを容器
に分配してもよい。さらに他の好ましい実施態様において、消費者３３０への配送が意図
されたガスの容器をランダムにサンプリングして、ガスのサンプル部分をＥＨＰ３２０に
通過させてもよい。いくつかの実施態様において、ＥＨＰ３２０は、水素ガスのスリップ
ストリーム中に設置されてもよい。上記で論じられたように、ＥＨＰ３２０は、プロトン
、すなわち水素イオンと水分子だけを通過させる電解質膜を包含する。
【００３８】
　[044]図２の実施態様に関して上記で論じられたように、水素と水分子だけが、ＥＨＰ
３２０のアノード側からＥＨＰ３２０のカソード側に通過が可能であると予想される。図
３に記載の例示的な実施態様は１つのみのＥＨＰを示しているが、あらゆる好適な数のＥ
ＨＰが包含されていてもよい。例えば、水素ガス純度をモニタリングするために、複数の
ＥＨＰが並列または直列に配置されていてもよい。加えて、各ＥＨＰが、個々の電気化学
セルを包含していてもよいし、またはスタックに配置された複数の電気化学セルを包含し
ていてもよい。この配置において、モニターとして使用されるＥＨＰ３２０を作動させる
のに必要な電圧は、アノード側に汚染物質が蓄積するにつれて増加する可能性がある。ア
ノードのパージと特定のレベルの電圧増加の間の時間は、汚染物質の量の関数であるかま
たはそれに比例する可能性がある。ＥＨＰモニターの較正は、予め決められた汚染物質レ
ベルを検出する時間の前に行ってもよいし、または供給源ストリームと比較するために純
度レベルが公知の所定量の水素と共にＥＨＰモニターを提供することによってその場で行
ってもよい。
【００３９】
　[045]水素ガスは、ＥＨＰ３２０を通過した後、消費者３３０への水素ガスの供給に再
導入されてもよい（工程３２２）。しかしながら、水素ガスの供給中に汚染物質が検出さ
れる場合および／または純度レベルが予め決められた閾値未満と決定される場合、消費者
３３０への水素ガスの配送を止めてもよい（工程３２５）。いくつかの実施態様において
、例えば、消費者３３０または消費者３３０に配送するための容器にガスを配送するのに
供給ラインが使用される実施態様において、水素ガス中の汚染物質が検出は、供給ライン
を介した水素ガスのフローを止めることができる。例えば、供給ラインを介したガスのフ
ローを制御するために、配送システム中に１つまたはそれより多くのフロー制御弁が包含
されていてもよい。いくつかの実施態様において、配送システム中に制御器３２４が包含
されていてもよいし、制御器３２４は、消費者３３０へのガスの配送を自動的に止める（
例えば、フロー制御弁を閉じる）ように設計されていてもよい。いくつかの実施態様にお
いて、可視または可聴シグナルなどのシグナルは、供給元３１０または消費者３３０に汚
染物質を検出したことを示すことができる。いくつかの実施態様において、本システムは
、手動式であってもよいし、供給元３１０は、シグナルを感知したときに、消費者３３０
への水素の供給を手動で止めることができる。
【００４０】
　[046]モニタリングプロセスが完了した後、またはモニタリングプロセスが起こってい
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る間、純度に関してモニタリングされた水素を水素ガスの供給と合流して、水素消費者３
３０に配送してもよい（工程３２２）。水素ガスは、モニタリング後のあらゆるポイント
で、例えばモニタリングの直後、モニタリング中、または貯蔵期間後に、消費者３３０に
配送されてもよいが、モニタリングから配送までの時間を短くすることにより再汚染の可
能性を低減させることができる。
【００４１】
　[047]図３Ｂに、別のモニタリングの実施態様を示す。図３Ｂの実施態様は、図３Ａの
類似の方式と類似の方式で作動することができるが、ただし工程３２１でＥＨＰ３２０に
方向転換された汚染物質を含む可能性がある水素ガスの部分は、工程３２３で純度測定デ
バイス３４０に送られてもよい。この実施態様において、工程３２１でＥＨＰ３２０に向
けられたガスの全部または一部のいずれかはさらに、工程３２３を介して測定デバイス３
４０に向けられてもよい。測定デバイス３４０に送られたガスは、ＥＨＰ３２０に送られ
るがそこを通過しなくてもよく、またはいくつかの実施態様において、ガスがＥＨＰ３２
０を通過する前またはその後に、ガスは測定デバイス３４０に送られてもよい。例えば、
測定デバイス３４０に送られたガスは、ＥＨＰ３２０を通過させた後にカソード側から受
け取ってもよく、より低濃度の汚染物質を含有する可能性があり、またはＥＨＰ３２０を
通過させずにＥＨＰ３２０のアノード側から受け取ってもよく、カソード側と比べてより
高濃度の汚染物質を含有する可能性がある。
【００４２】
　[048]測定デバイス３４０としては、あらゆる好適なデバイス、例えば、ガスクロマト
グラフ、質量分析計、赤外分光計、イオン移動度スペクトロメータ、表面弾性波センサー
、光学分光計、またはあらゆる好適な分析機器などを挙げることができる。測定デバイス
３４０は、水素ガスの純度を測定するように設計されていてもよい。例えば、測定デバイ
ス３４０は、水素ガス中に存在する成分およびそのような成分の相対量を同定してもよい
し、または測定デバイス３４０は、消費者３３０が敏感になり得る１種またはそれより多
くの具体的な汚染物質の量だけを測定してもよいし、または測定デバイス３４０は、存在
する全ての非水素汚染物質に相対的な水素の量を同定してもよい。これらの測定に基づき
、測定デバイス３４０は、水素ガスの純度を決定するように設計されていてもよい。
【００４３】
　[049]さらに、いくつかの実施態様において、汚染物質を含む可能性がある水素ガスの
純度は、測定デバイス３４０によってとられた測定値およびＥＨＰ３２０の１つまたはそ
れより多くのパラメーター、例えば電流、電圧、圧力、温度、ガス流速、または他のあら
ゆる好適なパラメーターに基づき計算することができる。いくつかの実施態様において、
この計算は、例えば測定デバイス３４０または制御器３２４によって行ってもよい。加え
て、いくつかの実施態様において、使用される測定デバイス３４０および／または計算は
、これらのパラメーターの１つまたはそれより多くに基づき較正または調整することがで
きる。したがって、ＥＨＰ３２０のあらゆる好適なパラメーターを測定するために、例え
ば圧力計、温度計、または他の好適なデバイスの１つまたはそれより多くの追加の測定デ
バイスが包含されていてもよい。
【００４４】
　[050]水素ガスが測定デバイス３４０に送られ純度測定値がとられた後、水素ガスをＥ
ＨＰ３２０に通過させてもよいし、および／または消費者３３０に提供される水素ガスの
供給に再導入してもよい（工程３２２）。いくつかの実施態様において、測定デバイス３
４０に送られたガスは、パージもしくは排気されてもよいし、ＥＨＰ３２０を通過しなく
てもよいし、または消費者３３０に提供される水素ガスの供給に再導入されなくてもよい
。
【００４５】
　[051]いくつかの実施態様において、測定デバイス３４０が水素ガスの供給中に汚染物
質を検出する場合、または純度のレベルが予め決められた閾値未満であることを検出する
場合、消費者３３０への水素ガスの配送を止めてもよい（工程３２５）。いくつかの実施
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態様において、例えば、消費者３３０または消費者３３０に配送するための容器にガスを
配送するのに供給ラインが使用される実施態様において、水素ガス中の汚染物質の検出は
、供給ラインを介した水素ガスのフローを止めることができる。例えば、供給ラインを介
したガスのフローを制御するために、配送システム中に１つまたはそれより多くのフロー
制御弁が包含されていてもよい。いくつかの実施態様において、配送システム中に制御器
３２４が包含されていてもよいし、制御器３２４は、消費者３３０へのガスの配送を自動
的に止める（例えば、フロー制御弁を閉じる）ように設計されていてもよい。例えば、測
定デバイス３４０を、例えばワイヤレスまたはハードの接続を介して制御器３２４に作動
可能なように連結してもよく、継続的または定期的に測定の読み取り値を制御器３２４に
伝達してもよい。いくつかの実施態様において、可視または可聴シグナルなどのシグナル
は、供給元３１０または消費者３３０に汚染物質を検出したことを示すことができる。い
くつかの実施態様において、本システムは、手動式であってもよいし、供給元３１０は、
シグナルを感知したときに、消費者３３０への水素の供給を手動で止めることができる。
【００４６】
　[052]図３Ｂの実施態様は、単に水素の供給源ストリーム中で汚染物質を直接測定する
ことを超える利点を提供することができる。例えば、測定デバイス３４０に送られた水素
ガスが、すでにＥＨＰ３２０を通過し、ＥＨＰ３２０のアノード側で発生したものの場合
、汚染物質の濃度は、より高くなる可能性がある。このような配置は、より安価な可能性
があるより感度の低い測定デバイスの使用を可能にする場合があり、コスト面での利益を
もたらす。したがって、この配置を使用した水素ガス純度のモニタリングは、ＥＨＰ３２
０導入前に汚染物質を含む可能性がある水素供給の濃度を直接測定するよりも安価で簡単
に達成される可能性がある。
【００４７】
　[053]図４のフローチャートは、図３Ａ、３Ｂに関して上述した例示的な実施態様に類
似した例示的なモニタリング方法４１０の工程の視覚的な配置を提供する。
【００４８】
　[054]消費者は、あらゆる好適な使用のために配送された水素を使用することができ、
このような使用としては、例えば、燃料電池車両への分配（例えば、燃料供給または中継
ステーションでの）、燃料電池車両との使用、定置型の燃料電池用途での使用（例えば、
補助発電機、家庭用電気システム）、携帯用の燃料電池用途、製造（例えば、半導体、エ
レクトロニクス、冶金の）、または他の日用的な水素ガス使用者（例えば、実験室、化学
合成）のための使用が挙げられる。水素ガスの供給元としては、小売業者（例えば、燃料
供給または中継ステーション）に供給する大量生産業者および卸売業者、工業品および日
用品の製造元もしくは使用者、または個人の水素使用者を挙げることができる。水素ガス
の消費者としては、化石および再生可能な炭化水素燃料両方の精製所、化石および再生可
能な炭化水素燃料両方の精製所、小売業者、例えば燃料供給ステーション、工業品の製造
元もしくは使用者、または個人の水素使用者を挙げることができる。いくつかの実施態様
において、供給元および消費者は、同じ実体、例えば小売人であってもよいし、または製
造元は、それ自身が消費するためのそれ自身用の水素ガスを生産してもよい。
【００４９】
　[055]いくつかの実施態様において、水素ガスの供給元は、消費者に配送される水素ガ
スが予め決められた純度の閾値を満たすことを保証するために、上記のモニタリング方法
を使用することができる。このような閾値は、工業規格、例えば、ＣＧＡ－５．３、ＳＡ
ＥＪ２７１９およびＩＳＯ１４６８７－２によって設定されてもよいし、または少なくと
も部分的に例えば消費者のニーズまたは他のあらゆる仕様によって規定されてもよい。水
素の純度レベルは、９９％の純度を超えていてもよく、いくつかの場合において、９９．
９％の純度を超えていてもよい。不純物の総量は、４００ｐｐｍ未満であってもよく、例
えば３００ｐｐｍ未満、２００ｐｐｍ未満、１００ｐｐｍ未満、５０ｐｐｍ未満、および
１０ｐｐｍ未満などであってもよい。いくつかの実施態様において、供給元は、例えば契
約上の合意または証明書を介して消費者に配送される水素の純度のレベルについての所定
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の保証書または認定書を作成する方法として、水素をモニタリングするためのＥＨＰを使
用することができる。したがって、所定量の水素ガスの純度をモニタリングするためのＥ
ＨＰの使用方法は、例えば、供給元によって消費者に配送される水素ガスの純度を契約上
保証する、または予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスの供給を生産し提供する、
費用効率が高い方法を供給元に提供することができる。
【００５０】
　[056]図５の方法は、あらゆる好適な精製またはモニタリングシステム、例えば図２Ａ
、２Ｂ、３および４で説明されているシステムで起こる可能性がある事象のフローチャー
トを例示する。工程４１０で示されるように、供給元は、所定量の水素ガスを有していて
もよい。所定量の水素ガスは、例えば、あらゆる好適な水蒸気－メタン改質器、化石炭化
水素改質器、再生可能な炭化水素改質器、電解槽、エタノール改質器、バイオマス改質器
、石炭ガス化、原子力を利用した水分解、光電気化学的なシステム、光生物学的なシステ
ム、または太陽熱化学的なシステムを使用して生成することができる。いくつかの実施態
様において、供給元は、あらゆる好適な容器、例えばチューブ、タンク、パイプライン、
またはボトル中に入れられた所定量の水素ガスまたは液体水素をすでに有している場合も
あり、この水素は、汚染物質の未知の、疑いのある、または既知の混和物を含む可能性が
ある。
【００５１】
　[057]消費者に供給される水素ガスの純度を保証するために、汚染物質を含む可能性が
ある水素ガスの一部または全部をＥＨＰに通過させてもよい（工程４１１および４２０）
。上記で論じられたように、ＥＨＰは電解質膜を包含し、プロトン、すなわち水素イオン
と水分子だけを通過させるように設計されている。したがって、水素と水だけが、ＥＨＰ
のアノード側からＥＨＰのカソード側に通過が可能であると予想される。ガス混和物中に
存在するあらゆる汚染物質が分別されて、ＥＨＰから除去されると予想される（工程４２
１）。図５に記載の例示的な実施態様は１つのみのＥＨＰを示すが、あらゆる好適な数の
ＥＨＰが包含されていてもよい。例えば、複数のＥＨＰが並列または直列に配置されてい
てもよい。加えて、各ＥＨＰが、個々の電気化学セルを包含していてもよいし、またはス
タックに配置された複数の電気化学セルを包含していてもよい。所定量の水素ガスの全部
または一部をＥＨＰに通過させることによって、所定量の水素ガスを精製してもよいし、
純度をモニタリングしてもよいし、またはその両方でもよい。
【００５２】
　[058]水素ガスは、精製および／またはモニタリングされたら、いつでも消費者に配送
できる状態になる。工程４２０中になされたモニタリングおよび／または精製に基づき、
水素供給元は証明書を作成してもよい（工程４４０）。このような証明書は、一致の証明
、コンプライアンス、順守、分析、精度、もしくは他のあらゆる好適な証明またはそれら
の組合せを包含していてもよい。例示的な証明書は、ガスのあらゆる好適なパラメーター
、測定値、特性、または品質（例えば、特殊性または工業的）、例えば、含量（例えば、
ガス、水分、または粒子）、組成の確実性、完全性、複雑性、純度レベル、１つまたはそ
れより多くの規格または仕様のコンプライアンスを証明または保証することができる。さ
らに、証明書は、例えば、ブレンドの方法、ガス混合物を調製するのに使用された実験室
分析および参照標準のタイプ、ならびに有効期限を証明することができる。いくつかの実
施態様において、例えば、例えば、工程４４０で、消費者に配送される水素の純度レベル
についての証明書または他の契約上の合意を通じて所定の保証書または認定書を作成する
のに、供給元はＥＨＰを使用することができる。例示的な認定書としては、あらゆる明確
な、暗黙の、記述された、口頭の、条件付きの、限定的な、完全な、または他の好適な認
定書を挙げることができる。例えば、工程４４０で作成された証明書は、水素がＥＨＣか
ら収集され、いつでも消費者に提供できる状態であること、または消費者に提供される水
素が、予め決められた純度の閾値に少なくとも実質的に等しいパラメーター、例えば純度
レベルを有することを証明することができる。純度の閾値は、例えば、例えば、あらゆる
好適な仕様、工業規格に従って、または消費者のニーズに従って設定することができる。
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【００５３】
　[059]次いで水素供給元は、認定された純度の水素ガスを水素消費者に供給することが
できる（工程４２２、４２３、４３０）。水素供給元は、水素消費者に証明書を物理的に
提供してもよいし、またはこのような証明書は、口頭で伝えられてもよいし、または暗黙
に了解されていてもよい。証明書は、記述された、明確な、暗黙の、１回限りの、または
水素供給元と水素消費者との進行中の契約上の合意の一部として取り入れられてもよいし
、あらゆる好適な認定、保証、または証明を包含していてもよい。証明書は、水素ガスの
配送前、その間もしくはその後に、消費者に提供されてもよいし、または供給元と消費者
との間に進行中の供給関係が存在する場合、証明書は、水素の各配送の前、その間もしく
はその後に、全ての水素配送の前、その間もしくはその後に、または進行中の水素配送の
経過全体にわたり定期的に提供されてもよい。
【００５４】
　[060]消費者は、あらゆる好適な使用のために配送された水素を使用することができ、
このような使用としては、例えば、燃料電池車両への分配（例えば、燃料供給または中継
ステーションでの）、燃料電池車両との使用、定置型の燃料電池用途での使用（例えば、
補助発電機、家庭用電気システム）、携帯用の燃料電池用途、製造（例えば、半導体、エ
レクトロニクス、冶金の）、または他の日用的な水素ガス使用者（例えば、実験室、化学
合成）のための使用が挙げられる。水素ガスの供給元としては、小売業者（例えば、燃料
供給または中継ステーション）に供給する大量生産業者および卸売業者、工業品および日
用品の製造元もしくは使用者、または個人の水素使用者を挙げることができる。水素ガス
の消費者としては、化石および再生可能な炭化水素燃料両方の精製所、化石および再生可
能な炭化水素燃料両方の精製所、小売業者、例えば燃料供給ステーション、工業品の製造
元もしくは使用者、または個人の水素使用者を挙げることができる。いくつかの実施態様
において、供給元および消費者は、同じ実体、例えば小売人であってもよいし、または製
造元は、それ自身が消費するためのそれ自身用の水素ガスを生産してもよい。
【００５５】
　[061]いくつかの実施態様において、水素ガスの供給元は、消費者に配送される水素ガ
スが予め決められた純度の閾値を満たすことを保証するために、上記の方法および証明書
を使用することができる。このような閾値は、工業規格、例えば、ＣＧＡ－５．３、ＳＡ
ＥＪ２７１９およびＩＳＯ１４６８７－２によって設定されてもよいし、または少なくと
も部分的に例えば消費者のニーズまたは他のあらゆる仕様によって決定されてもよい。水
素の純度レベルは、９９％の純度を超えていてもよく、いくつかの場合において、９９．
９％の純度を超えていてもよい。不純物の総量は、４００ｐｐｍ未満であってもよく、例
えば３００ｐｐｍ未満、２００ｐｐｍ未満、１００ｐｐｍ未満、５０ｐｐｍ未満、および
１０ｐｐｍ未満などであってもよい。いくつかの実施態様において、供給元は、例えば契
約上の合意または証明書を介して消費者に配送される水素の純度のレベルについての所定
の保証書または認定書を作成する方法として、水素をモニタリングするためのＥＨＰを使
用することができる。したがって、所定量の水素ガスの純度をモニタリングするためのＥ
ＨＰの使用方法は、例えば、供給元によって消費者に配送される水素ガスの純度を契約上
保証する、または予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスの供給を生産し提供する、
費用効率が高い方法を供給元に提供することができる。
【００５６】
　[062]上述した実施態様の適用は、水素ガスに関する費用効率が高い精製、モニタリン
グ、品質管理、および純度の確かさを容易にすることができる。
【００５７】
　[063]本発明の開示の多くの特徴および利点は詳細な明細書から明白であり、したがっ
て、添付の特許請求の範囲は、本発明の開示の真の本質および範囲内に当てはまる本発明
の開示のこのような全ての特徴および利点を包含することが意図される。さらに、当業者
であれば多数の改変およびバリエーションを容易に思いつくと予想されることから、例示
され説明された正確な構築および操作に本発明の開示を限定することは望ましくなく、し
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たがって、全ての好適な改変および等価物は、本発明の開示によって決まり、その範囲内
に含まれ得る。
【００５８】
　[064]さらに当業者は、本開示が基礎とする概念は、本発明の開示の数々の目的を実行
するために他の構造、方法、およびシステムを設計するための基礎として容易に使用する
ことができることを理解しているものと予想される。したがって、特許請求の範囲は、前
述の説明によって限定されるとみなされないものとする。本明細書は以下の発明の開示を
包含する：
　［１］予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスを生産する方法であって、
　電気化学的水素ポンプを介して所定量の水素ガス混合物を移動させるステップであって
、該電気化学的水素ポンプは、アノード、カソード、および該アノードと該カソードとの
間に配置された電解質膜を包含する、ステップ；
　該アノードから該電解質膜を介して該カソードに水素ガスを移動させることによって、
該水素ガス混合物から所定量の水素ガスを分離するステップ；
　該カソードから該水素ガスを収集するステップであって、収集された水素ガスは、少な
くとも該予め決められた純度の閾値を満たしている、ステップ；および
　該収集された水素ガスが該予め決められた純度の閾値に少なくとも実質的に等しい純度
を有することの証明書を作成するステップ
を含む、上記方法。
　［２］前記電解質膜を介した前記カソードへの通過が前記電解質膜によってブロックさ
れた前記水素ガス混合物からの所定量の非水素を、前記アノードから除去するステップ
をさらに含む、［１］に記載の方法。
　［３］前記収集された水素ガスを消費者に配送するステップ
をさらに含む、［１］に記載の方法。
　［４］前記予め決められた純度の閾値が、およそ９９％の水素より高い、［１］に記載
の方法。
　［５］前記予め決められた純度の閾値が、およそ３００ｐｐｍの非水素より低い、［１
］に記載の方法。
　［６］前記予め決められた純度の閾値が、およそ５０ｐｐｍの非水素より低い、［１］
に記載の方法。
　［７］予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスを提供する方法であって、
　電気化学的水素ポンプに、水素ガスと非水素とを含有する第１の量の水素ガス混合物を
導入するステップであって、該電気化学的水素ポンプは、アノード、カソード、および該
アノードと該カソードとの間に配置された電解質膜を包含する、ステップ；
　該水素ガス混合物を該アノードから該電解質膜に向かわせるステップ；
　該水素ガスを該電解質膜を介して該カソードに通過させるステップ；
　該非水素の該電解質膜通過を実質的に阻止するステップ；
　該カソードから該水素ガスを収集するステップであって、収集された水素ガスは、少な
くとも該予め決められた純度の閾値を満たしている、ステップ；および
　該収集された水素ガスを第２の量の水素ガス混合物と混合するステップであって、該混
合により、少なくとも該予め決められた純度の閾値を満たす純度のレベルを有する第３の
量の水素ガス混合物が生産される、ステップ
を含む、上記方法。
　［８］前記第３の量の水素ガス混合物が前記予め決められた純度の閾値に少なくとも実
質的に等しい純度を有することの認定書を提供するステップをさらに含む、［７］に記載
の方法。
　［９］前記第３の量の水素ガスを消費者に配送するステップをさらに含む、［７］に記
載の方法。
　［１０］前記第１の量の水素ガス混合物および前記第２の量の水素ガス混合物が、両方
とも最初に水素ガス混合物の供給源から得られ、ここで前記第１の量および前記第２の量
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は、前記第１の量が前記電気化学的水素ポンプに導入されるときに分離され、前記第１の
量および前記第２の量は、前記混合によって合流される、［７］に記載の方法。
　［１１］前記収集された水素ガスは、前記第２の量の水素ガス混合物と混合され、前記
電解質膜通過が実質的に阻止された前記非水素ガスは、前記第２の量の水素ガス混合物と
混合されない、［７］に記載の方法。
　［１２］前記第２の量の水素ガス混合物と混合された前記収集された水素ガスが、消費
者に配送される、［１１］に記載の方法。
　［１３］前記予め決められた純度の閾値が、およそ９９％の水素より高い、［７］に記
載の方法。
　［１４］前記電気化学的水素ポンプが、およそ２，０００ｐｓｉを超える圧力で作動す
るように設計されている、［７］に記載の方法。
　［１５］前記電気化学的水素ポンプが、およそ５，０００ｐｓｉを超える圧力で作動す
るように設計されている、［７］に記載の方法。
　［１６］前記電気化学的水素ポンプが、およそ１０，０００ｐｓｉを超える圧力で作動
するように設計されている、［７］に記載の方法。
　［１７］予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスを提供する方法であって、
　所定量の水素ガスを提供するステップ；
　該所定量の水素ガスの第１の部分を、電気化学的水素ポンプに方向転換させるステップ
であって、該電気化学的水素ポンプは、アノード、カソード、および該アノードと該カソ
ードとの間に配置された電解質膜を包含する、ステップ；
　該水素ガスの第１の部分を該アノードから該電解質膜に向かわせるステップ；
　該水素ガスの第１の部分を該電解質膜を介して該カソードに通過させるステップ；
　該第１の部分中の非水素の該電解質膜通過を実質的に阻止するステップ；および
　該電解質膜を通過した該水素ガスの第１の部分を、該電気化学的水素ポンプに方向転換
されなかった水素ガスの第２の部分に再導入するステップ
を含む、方法。
　［１８］前記電気化学的水素ポンプを作動させるのに必要な電圧が、前記電解質膜通過
が実質的に阻止された非水素の量が増加するにつれて増加する、［１７］に記載の方法。
　［１９］前記電圧の増加が、前記電解質膜通過が実質的に阻止された前記非水素の量の
関数であり、前記電気化学的水素ポンプが、前記電気化学的水素ポンプに方向転換された
前記水素ガスの第１の部分が前記予め決められた純度レベルを下回るかどうかを検出する
ように較正される、［１８］に記載の方法。
　［２０］前記電解質膜を通過した前記水素ガスの第１の部分と、前記電気化学的水素ポ
ンプに方向転換されなかった前記水素ガスの第２の部分とを消費者に配送するステップを
さらに含む、［１７］に記載の方法。
　［２１］前記電気化学的水素ポンプが、制御器をさらに包含し、前記方法が、前記電気
化学的水素ポンプに方向転換された前記水素ガスの第１の部分が予め決められた純度レベ
ルを下回ることが該制御器によって検出される場合、水素ガスの前記消費者への配送を止
めるステップをさらに含む、［２０］に記載の方法。
　［２２］前記消費者に配送される前記水素ガスが前記予め決められた純度の閾値に少な
くとも実質的に等しい純度を有することの認定書を作成するステップをさらに含む、［２
１］に記載の方法。
　［２３］前記所定量の水素ガスの前記第１の部分の一部を測定デバイスに送るステップ
であって、該測定デバイスは、前記水素ガスの純度レベルを測定するように設計されてい
る、ステップをさらに含む、［１７］に記載の方法。
　［２４］前記第１の部分の一部が、前記電気化学的水素ポンプの前記アノードから前記
測定デバイスに送られる、［２３］に記載の方法。
　［２５］前記電気化学的水素ポンプが、およそ２，０００ｐｓｉを超える圧力で作動す
るように設計されている、［１７］に記載の方法。
　［２６］前記電気化学的水素ポンプが、およそ５，０００ｐｓｉを超える圧力で作動す
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るように設計されている、［１７］に記載の方法。
　［２７］前記電気化学的水素ポンプが、およそ１０，０００ｐｓｉを超える圧力で作動
するように設計されている、［１７］に記載の方法。
　［２８］予め決められた純度の閾値を満たす水素ガスを提供する方法であって、
　電気化学的水素ポンプに、水素ガスと非水素ガスとを含有する所定量の水素ガス混合物
を導入するステップであって、該電気化学的水素ポンプは、アノード、カソード、および
該アノードと該カソードとの間に配置された電解質膜を包含する、ステップ；
　該水素ガス混合物を該アノードから該電解質膜に向かわせるステップ；
　該水素ガスを該電解質膜を介して該カソードに通過させるステップ；
　該非水素ガスの該電解質膜通過を実質的に阻止するステップ；
　該カソードから該水素ガスを収集するステップであって、該収集された水素ガスは、少
なくとも該予め決められた純度の閾値を満たしている、ステップ；および
　該収集された水素ガスが該予め決められた純度の閾値に少なくとも実質的に等しい純度
を有することの認定書を提供するステップ
を含む、上記方法。
　［２９］前記電気化学的水素ポンプが、およそ５，０００ｐｓｉを超える圧力で作動す
るように設計されている、［２８］に記載の方法。
　［３０］前記電気化学的水素ポンプが、およそ１０，０００ｐｓｉを超える圧力で作動
するように設計されている、［２８］に記載の方法。
【符号の説明】
【００５９】
　　１００　電気化学セル
　　１１０　アノード
　　１２０　カソード
　　１３０　電解質膜、プロトン交換膜（ＰＥＭ）
　　１４０　膜電極接合体（ＭＥＡ）
　　１５０、１６０　バイポーラプレート
　　２１０　水素供給元
　　２１１、２１２、２２１、２２２　工程
　　２２０　電気化学的水素ポンプ（ＥＨＰ）
　　２３０　水素消費者
　　３１０　供給元
　　３１１、３２１、３２２、３２３、３２５　工程
　　３２０　電気化学的水素ポンプ（ＥＨＰ）
　　３２４　制御器
　　３３０　水素消費者
　　３４０　純度測定デバイス
　　４１０、４１１、４２０、４２１、４２２、４２３、４３０、４４０　工程
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